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令和８年 第１回 高鍋町農業委員会総会 議事録 

 

１．開催日時  令和８年１月２８日（水） 午後２時から 

２．開催場所  高鍋町役場 第３会議室 

３．出席委員  農業委員         ６名 

        農地利用最適化推進委員  ４名 

  農業委員 

   １番  橋口 昌央  ２番  幸妻 正浩  ５番  松井 正一郎 

   ６番  永友 薫   ７番  坂元 洋子  会長  坂本 弘志 

  

 農地利用最適化推進委員 

   ２番  久保田 伸博 ３番  山本 浩司  ７番  坂本 幸 

   ８番  加藤 重利 

 

４．欠席委員  農業委員   １名 

   ３番  上野 光正 

  農地利用最適化推進委員  ２名 

   １番  宮越 美秋  ５番  小原 拓也 

 

５．議事日程 

 第１  議事録署名委員及び会議書記の指名 

 第２  会期の決定（別記のとおり） 

 第３  諸報告 

 第４  議案第１号  農地移動適正化あっせん基準の承認について 

 第５  議案第２号  農地法第３条の規定による許可申請について 

 第６  議案第３号  農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認に 

            ついて 

 第７  議案第４号  農用地利用集積等促進計画の承認について 

 第８  議案第５号  令和８年度高鍋町農作業料金（参考）の承認につい 

            て 

 

６．事務局職員  事務局長  杉 英樹   事務局長補佐  小澤 宏之 

         係  長  金城 朋子  主  査    𠮷田 竜人 

 

（開会１４時００分） 
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［事務局］ 

それでは、定刻になりました。 

会議の進行を坂本会長、よろしくお願いいたします。 

 

［議長］ 

ただいまから、令和８年第１回高鍋町農業委員会総会を開会いたします。 

これから、本日の会議を開きます。 

本日は、農業委員は６名が出席です。 

農業委員会等に関する法律第２７条第３項の規定により、総会は成立してお

ります。 

農地利用最適化推進委員は、４名が出席です。 

なお、欠席の３番、上野光正委員、１番、宮越美秋推進委員及び５番、小原

拓也推進委員からは、欠席届が提出されております。 

本日は、農業委員会等に関する法律第３１条第１項及び高鍋町農業委員会会

議規則第１１条の規定に該当する案件がございます。 

議案討論の際に申しあげますので、よろしくお願いいたします。 

 

これより議事に入ります。 

日程番号１、議事録署名委員及び会議書記の指名を行います。 

高鍋町農業委員会会議規則第１２条第１項の規定による議事録署名委員につ

きましては、議長指名とさせていただきます。 

本日の議事録署名委員には、１番、橋口昌央委員、２番、幸妻正浩委員を指

名いたします。 

なお、本日の会議書記には、事務局職員の小澤宏之局長補佐を指名いたしま

す。 

 

日程番号２、会期の決定につきましては、別記のとおり、本日１月２８日、

水曜日の１日間といたします。 

 

日程番号３、諸報告を事務局に求めます。 

 

［事務局］ 

はい、事務局でございます。 

２ページを御覧ください。 

５日に「仕事始め式」が行われております。 
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１４日に「西都児湯市町村農業委員会事務局長会議」が開催され、本日の議

案第５号に関係します、令和８年度の農作業料金等の協議を行っております。 

 １５日に「地域計画協議の場」全地区一緒になりましたけども、開催されて

おります。 

２７日に県の「農業会議の巡回」が行われました。 

明日２９日ですが「高鍋町農業経営改善等対策会議」が開催されます。よろ

しくお願いします。 

 

１月の総会関係でございますが、２１日が現地調査で、本日２８日が総会と

なっております。 

 

続きまして、２月の業務計画となります。 

１３日に「市町村農業委員会事務局長会議」が開催されます。 

２４日に「みやざき農業委員会女性ネットワーク研修会」が開催されます。 

 

総会関係になりますけども、２０日が現地調査、２７日が総会となっており

ますので、よろしくお願いいたします。業務報告と計画は以上です。 

 

続いて、県進達経過報告です。 

令和７年１１月２８日 農業委員会総会承認分 

農地法第５条申請、○○○○と○○○○さんの営農型太陽光発電事業の件

は、令和７年１２月２３日付けで許可となっております。以上です。 

 

４ページをお開きください。 

「農地法第３条の３（相続等による権利移動）について」です。 

１番 所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ５９８㎡ ほか２筆 計１，１２９㎡ 

所有者 ○○○○ 

届出人 ○○○○ 

 

２番 所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 １，３６０㎡ ほか１３筆 計１１，２９４㎡ 

所有者 ○○○○ 

届出人 ○○○○ 
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２件とも、相続による所有権移転となっております。以上です。 

 

６ページになります。 

「農地法第１８条の規定による合意解約の通知」です。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 ほか３筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   ○○○○ 

 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 

貸付人   ○○○○ ほか１名 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか４筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

７番 農地の所在 大字○○字○○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか４筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか９筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 
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９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか９筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

１１ページの２になります。 

１１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 

貸付人   ○○○○ 

借受人   ○○○○ 

 

以上です。 

 

引き続き、１２ページになります。 

「農業経営基盤強化促進法による使用貸借契約の合意解約届出書について」

です。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか２筆 

貸付人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

借受人   ○○○○ 

 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ほか２筆 

貸付人   ○○○○ 

借受人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

以上です。 
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［議長］ 

ただいまの報告２ページから１３ページについて、御意見、御質問はござい

ませんか。 

それでは、質問等がないようですので、以上で諸報告を終わります。 

 

日程番号４、議案第１号「農地移動適正化あっせん基準の承認について」を

議題とします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、１４ページをお開きください。 

議案第１号「農地移動適正化あっせん基準の承認について」です。 

あっせん基準につきまして、１５ページから２２ページになります。 

国の農地移動適正化あっせん事業実施要領及び農地移動適正化あっせん事業

実施要領の運用についての一部改正に伴い、高鍋町農業委員会の農地移動適正

化あっせん基準の見直しを行うものでございます。 

変更点といたしましては、１７ページになりますが、第５条のところに、農

業経営基盤強化促進法の一部改正により、同法第１９条第１項に規定する地域

計画の区域内ということで、追加をいたしております。 

次に、その下の第６条になるのですけど、あっせん譲受け等候補者名簿以外

に、農業を担うものとして、地域計画に位置付けられている者は、名簿に登録

されている者とみなすということで追加しております。 

そのほか２１ページになりますけど、別表第１こちら２０２０年の農林業セ

ンサスの結果を反映しております。 

続いて２２ページの別表第２については、高鍋町の基本構想の別表を反映し

ております。 

今後につきましては、本日の総会で承認をいただいた後、県に申請して認定

を受けた後に、町の掲示板及びホームページに公表する予定としております。

以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 
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よって本件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

日程番号５、議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」を

議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、２３ページをお開きください。 

議案第２号「農地法第３条の規定による許可申請について」です。 

１番 その他の使用収益権 

所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ５，４５５㎡ 

渡し人 公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人 ○○○○ 

 

この件につきまして、担当委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

 

［２番］ 

はい、説明いたします。 

この案件は先月、令和７年１２月の総会で承認をいただいた、○○○○さん

から公社への案件でございまして、今回、○○○○さんが使用収益権というこ

とで、１年１０か月で設定をするという案件でございます。 

場所は、２５ページをお開きください。 

縦に見てもらうと、○○というのが見えると思いますが、その先を南に約３

００ｍ行ったところに○○○○さんの○○がありますが、その手前を西に曲が

って行きますと、その圃場があります。 

その圃場は現在、麦が作付けをされていたところでございます。 

○○○○さんは、皆さん御存じだと思いますが、○○また水稲を大規模にや

られる認定農業者でございます。以上です。 

 

［議長］ 

事務局から、補足することがありましたらお願いします。 
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［事務局］ 

はい、２７ページをお開きください。 

農地法第３条調査書を付けております。 

農地法第３条第２項各号に該当していないため、許可要件を満たしていると

考えられます。 

本件の権利取得により、周辺の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に、

支障は生じないものと考えられます。以上です。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり許可することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり許可することに決定いたしました。 

 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

２番 所有権移転 有償 

所在  大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ９８４㎡ ほか３筆 計３，４８０㎡ 

渡し人 ○○○○ 

受け人 ○○○○ 

 

この件につきまして、担当委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

１番。 

 

［１番］ 

はい。１番、説明します。 

この件は、譲渡人の○○○○さんから、譲受人、○○○○さんへの所有権移

転の申請です。 

１月２１日に農業委員、農地利用最適化推進委員立ち会いの下、事務局と現

地視察してきました。 
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資料２９ページを御覧ください。 

中央の青い部分が○○川で、その上が○○の交差点になります。 

○○交差点を○○方面に向かい、○○川を越えて上り坂途中から左折します

と、今回の譲受人、○○○○さんの自宅があります。 

申請地は、○○○○さんの自宅周辺であります。 

資料３０ページを御覧ください。 

＊＊＊＊番、１，００８㎡。＊＊＊＊番＊、８５２㎡。＊＊＊＊番＊、６３

６㎡は、棚田状になっており、＊＊＊＊番から順に、上に上るような形に位置

しております。 

また＊＊＊＊番＊、９８４㎡は、＊＊＊＊番＊と、ある地帯から山林化して

おり、現在、遊休農地化しております。 

令和６年に○○○○さんが、売渡し申し出をあっせんに出されていた４筆で

す。 

いずれも地目は田で、４筆で合計３，４８０㎡。 

○○○○さんから○○○○さんへ、今回買って欲しいとの相談をされたとこ

ろ、今回の話がまとまり申請になりました。 

金額は全てで○○○○円、１０ａ当たり○○○○円となっております。 

現況＊＊＊＊番＊以外は、きれいに耕運されておりました。 

○○○○さんは、経営規模拡大のため購入を考えているようです。 

本日、電話にて○○○○さんに、遊休農地化されている＊＊＊＊番＊をどう

するのかと尋ねたところ、現状維持ということで、今後の方向をと聞こうと思

ったら電話を切られました。以上です。審議のほどよろしくお願いします。 

 

［２番］ 

規模拡大にならないね。 

 

［事務局］ 

それを言った時点で、議案を承認できないです。 

現状維持が、どういう現状維持かですよね。荒れている現状維持なのか、今

後耕作していき、使えるように変えるというので、すぐはできないけど、今の

ところはという現状維持なのか。 

 

［１番］ 

それを聞こうと思ったけど、すぐ電話を切られました。 
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［事務局］ 

どうするかですね。委員さんの判断です。 

来月に回すのか、放置するなら却下するのか。 

 

［１番］ 

 ○○○○さんは困るでしょうね。 

 

［２番］ 

○○○○さんは、規模拡大でしょう。なのに現状維持はないよね。 

手を入れるなら分からなくはないけど。 

 

［事務局］ 

今、持っているのにプラスするから、規模拡大という表現はあると思う。 

ただ橋口委員が、それはどうするのと聞いたときに、今はそのままだけど、

後で順次耕作するという答えを聞いておけば、問題はないと思うのですけど、

それで電話を切ったなら確認するしかないですね。 

 

［２番］ 

荒れているところまで含めての今回の案件だからね。荒れているところを省

いての規模拡大なら該当するだろうけど。 

 

［１番］ 

農業委員としては、遊休農地化している現況を見送ることはできないので、

今後の意向を確認したかったのですが、本人からその確認は取れませんでし

た。 

 

［事務局］ 

現地確認に行ったときは、どうだったのですか。 

 

［１番］ 

遊休農地でした。 

奥の方で、そこまで歩いて行かなかったのですが、写真を提供していただい

て、それを見て確認しております。見るからに荒れています。 
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［２番］ 

確認したときに、時間はかかるかもしれないけども、手を入れようかと思っ

ていると言えば、違うけどね。 

 

［事務局］ 

ただ、今日の議案としてだけで物を言ったら、議案はひとつなので、認める

か認めないかだけで、仮に認めるかどうか判断するのは、電話が途中で終わっ

ているのであれば、暫時休憩で休憩入れて、その場で確認取って、その上でど

うするかの決を取るしかない。 

 

［議長］ 

暫時休憩します。 

 

【暫時休憩】 

 

［議長］ 

再開します。１番。 

 

［１番］ 

はい。１番、〇〇さんに電話をしましたが、つながりませんでした。 

 

［議長］ 

それでは、２番の案件につきまして、皆さんの質問もありましたけど、全 

員の意見として、今回否決ということでよろしいでしょうか。 

否決として、挙手をお願いします。 

よって本件は、原案のとおり否決することになりました。 

 

日程番号６、議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認

について」を議題とします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、３２ページをお開きください。 

議案第３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書承認について」で

す。 
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農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

登記地目 田 現況地目 雑種地 ５２８㎡ 

申請人   ○○○○ 

転用目的は、資材置き場です。 

 

担当の委員より御説明をお願いいたします。 

 

［議長］ 

５番。 

 

［５番］ 

はい。５番、説明します。 

この案件は、違法使用農地の適正に関わる案件となっております。 

場所は３４ページを見てもらいますと、上に通っているのが県道○○線です

が、○○の町境から一つ手前の四つ角を下に下りたところに、黒い部分、ここ

が申請地となっております。 

面積が５２８㎡。 

申請人の○○○○さんは、そこから左方向へ９０ｍほど行ったところで、○

○○○という自動車修理工場を経営しておられ、そのための資材置き場として

今回の申請地に、部品取り等として古い車等を野積にしておる状況でありま

す。 

３７ページを見てもらいますと、このように田、前面に廃車を放置して３段

ぐらい重なった状態で、相当時間が経っているみたいです。 

違法であるとの指摘を受けておりましたが、平成元年頃から使用していたそ

うで、かねてより代替地を探していたそうですが、なかなか見つからず、やむ

なくそのままの状態で今日に至りました。 

本来であれば、放置車両を撤去して、農地に戻した上での転用申請をしても

らいたいところですが、撤去するために多大な費用と時間を要するため、現状

のままで申請させていただけないか、という旨のお願いが添付されておりまし

た。 

現状、北側は○○○○さん所有の水田であり、隣接農地との間に畦畔がつい

ておりまして、土砂の流出は防げます。 

雨水は地下浸透として、万一問題が生じた場合は、責任を持って対処すると

いうことであります。 

また、現状このままの状態で地目だけを転用するという形になりますので、
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新たな費用は発生しないということです。以上、御審議のほどお願いいたしま

す。 

 

［議長］ 

事務局から、補足することがありましたらお願いします。 

［事務局］ 

はい。申請地は、周辺農地の広がりから第１種農地となります。 

本来であれば許可ができない農地でありますが、周辺に居住する者の業務上

必要な施設であって、集落に接続している農地とみなせることから、第１種農

地の例外に該当します。 

また、先ほど松井委員から御説明のあった通り、代替地の検討もなされてお

り、転用計画はやむを得ないものと判断いたします。 

申請地は、農業振興地域の農用地に含まれておりますが、除外申請をされて

おり、令和７年１２月１５日に１１条広告がなされております。 

農地法上の転用申請は、１１条公告がなされた時点で受付け可能です。 

公告から２週間で、異議申し立てはないとのことで、１２条公告の手続中で

はありますが、農振除外されるものと思われます。 

雨水、土砂、汚水への対応については、松井委員の御説明の通りですが、水

道設備などは設置されないため、雨水、土砂、汚水、それ以外の排水が発生し

ないことを申し添えます。 

また、○○水利組合の受益地であるため、小丸川土地改良区の意見書が添付

されております。 

なお、地区除外決済金の支払いは、済んでいるとのことです。以上、補足い

たします。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

本件、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

日程番号７、議案第４号「農用地利用集積等促進計画の承認について」を議

題とします。 

まず、所有権移転です。 
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１番から２番まで、２件の案件については、関連がありますので、一括して

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、３８ページになります。 

１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３筆 計１，４９１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか３筆 計１，４９１㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

所有権移転の案件なのですが、２件とも宮崎県農業振興公社の特例事業、即

売りタイプとなります。 

○○○○さんから、宮崎県農業振興公社さんへの有償移転です。 

申請地は、○○から南へ９００ｍほど行くと、突き当りになります。そこを

右折して、３０ｍ行った左側です。１０号線の下になります。 

価格は○○○○円です。 

 

宮崎県農業振興公社さんから、○○○○さんへの有償移転です。 

○○○○さんは、ピーマン、水稲を生産されている認定農業者です。 

現地を確認したところ、ピーマンが作付けしてありました。 

価格は○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 
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事務局、担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

採決につきましては、１件ずつ採決することといたします。 

１番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって、原案のとおり承認することに決定いたしました。 

 

２番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって２番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 

次の３番から４番まで、２件の案件につきましては、譲受人が、私、坂本弘

志の、同居の親族が経営する法人に関する案件でありますので、農業委員会等

に関する法律第３１条第１項及び高鍋町農業委員会会議規則第１１条の規定に

より、私は、この案件に関する議事に参与することができません。 

つきましては、高鍋町農業委員会会議規則第４条第３項の規定により、副会

長に議長をお願いします。 

ここで、議長を交代します。 

暫時休憩いたします。 

 

【副会長 議長席へ】 

 

［副会長］ 

再開いたします。 

坂本弘志委員は、退室をお願いします。 

 

【坂本弘志委員 退室】 

 

３番から４番まで、２件の案件については、関連がありますので、一括して

事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか３筆 計１，９２２㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか３筆 計１，９２２㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［副会長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、宮崎県農業振興公社さんへの有償移転です。 

申請地は、先ほど説明したところの斜め前の農地になります。 

価格は○○○○円です。 

 

次に、宮崎県農業振興公社さんから、○○○○さんへの有償移転です。 

○○○○さんは、キュウリ、ナス、水稲を生産されている認定農業者です。 

現地を確認したところ、○○○○さんがいまして、ハウスの中を片付けてい

るところでした。 

価格は○○○○円です。以上です。 

 

［副会長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりました。 

御意見、御質問はございませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

採決につきましては、１件ずつ採決することといたします。 

３番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 
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よって３番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

 

４番の案件について、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求め

ます。 

挙手全員と認めます。 

よって４番の案件については、原案のとおり承認することに決定いたしまし

た。 

坂本弘志委員は、席へお戻りください。 

 

【坂本弘志委員 入室】 

 

これで、私の議長の職を終わりますので、議長を交代いたします。 

暫時休憩いたします。 

 

【坂本弘志委員 議長席へ】 

 

［議長］ 

それでは、再開いたします。 

次に、貸借権設定です。 

１番から２番まで、２件の案件につきましては、受け人が、久保田伸博推進

委員、本人に関する案件でありますので、高鍋町農業委員会会議規則第１１条

の規定により、久保田伸博推進委員は、この案件に関する議事に参与すること

ができません。 

久保田伸博推進委員は、退室をお願いします。 

 

【久保田伸博推進委員 退室】 

 

それでは１番から２番まで、２件の案件について、順次、説明を行った後

に、一括して採決したいと思いますが、これに御異議ございませんか。 

それでは、異議がないようですので、順次、説明を行った後に、一括して採

決することといたします。 

１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 
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１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 田 １，５０４㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   久保田 伸博 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して久保田伸博さんへ物納での貸借権の設定で

す。 

久保田さんは御存じのとおり、北高鍋地区の推進委員として、水稲、飼料作

物、ほかに景観維持としてコスモスなど幅広く耕作されています。 

申請地は、○○○○の東側に２.５ｍほどの水路があり、その東側の田んぼ

です。 

きれいにロータリーがかけてありました。 

契約期間は１０年で、年間１０ａ当たり白米で○○ｋｇです。以上です。 

 

［議長］ 

２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか２筆 計１，４２１㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   久保田 伸博 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員７番。 

 

［推進委員７番］ 

はい。７番、説明いたします。 
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○○○○さんから、久保田伸博さんへ公社を介して賃貸借の契約です。 

申請地は、○○の前の道路を、東に向かう町道を３００ｍぐらいのところ

に、東に入る町道があり、進むこと１００ｍぐらい南側の○○字○○＊＊＊＊

番、＊＊＊＊番、＊＊＊＊番の３筆で、１，４２１㎡の田んぼです。 

現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

契約期間は５年で、年間１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員の説明が終わりましたが、御意見、御質問はございま

せんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

１番から２番まで、２件の案件について、一括して採決することといたしま

す。 

１番から２番まで、２件の案件について、原案のとおり承認することに、賛

成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって１番から２番まで、２件の案件については、原案のとおり承認するこ

とに決定いたしました。 

 

久保田伸博推進委員は、席へお戻りください。 

 

【久保田伸博推進委員 入室】 

 

それでは、次の３番から１９番まで、１７件の案件について、順次、説明を

行った後に、一括して採決したいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

それでは異議がないようですので、順次、説明を行った後に、一括して採決

することといたします。 

３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか２筆 計４，８７０㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 
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担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての継続のための賃貸借契約

です。 

申請地は、○○から○○の方へ３００ｍほど行くと、左手に＊＊＊＊番＊の

農地があります。 

更に３００ｍほど行くと、十字路を右折して１００ｍ行き、左折して左側に

＊＊＊＊番＊と＊があります。２筆ですが、１枚になっておりました。 

○○○○さんは、甘藷、水稲を生産される認定農業者です。 

現地を確認したところ、どちらも耕運されていました。 

期間は５年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

田 ほか１筆 計１，４８７㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての継続のための賃貸借契約

です。 
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未相続農地で、相続人代表は○○○○さんです。 

申請地は、○○から南へ２００ｍ行くと、最初の十字路を右折して２枚目の

農地が＊＊＊＊番の農地で、そこから戻りまして、十字路からそのまま１００

ｍぐらい行くと２つ目の十字路があり、そこを右折して３枚目の農地が＊＊＊

＊番＊です。 

○○○○さんは、甘藷、水稲を生産される認定農業者です。 

現地を確認したところ、どちらもきれいに耕運されていました。 

期間は５年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか１筆 計２，６６５㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介して継続のための賃貸借契約で

す。 

申請地は、○○地区にある○○の一番東側の出入口から、南へ１５０ｍ行

き、突き当たりを右折して、３０ｍぐらい行った左側の農地になります。 

現地を確認したところ、２筆ですが１枚になっておりました。きれいに耕運

されていました。 

期間は５年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 
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［事務局］ 

はい、４２ページになります。 

 

 

６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 １，４０８㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての賃貸借契約です。 

申請地は、○○から○○に行く道があるのですが、○○方面へ９００ｍぐら

い行くと、左側に○○があります。その手前、横の農地になります。 

○○○○さんは○○に住んでおり、飼料作物を生産される認定農業者です。 

現地を確認したところ、雑草が生えていました。 

期間は５年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

７番の案件について、事務局より議案の説明お願いします。 

 

［事務局］ 

７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 ２，０３５㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 
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［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての賃貸借契約です。 

未相続農地で、相続人代表は○○○○さんです。 

申請地は先ほど説明した、○○＊＊＊＊番の隣の農地になります。 

現地を確認したところ、こちらも雑草が生えていました。 

期間は５年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ９０６㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員８番。 

 

［推進委員８番］ 

はい。８番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへ公社を介しての賃貸借契約です。 

申請地は、先ほど説明した農地の道路を挟んで斜め前の農地になります。 

現地を確認したところ、こちらも雑草が生えていました。 

期間は５年間で、賃借料は１０ａ当たり○○○○円です。以上です。 

 

［議長］ 

９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４３ページです。 

９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 ７９６㎡ 
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渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 

はい。２番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの農地中間による期間満了に伴う継続の

賃貸借契約です。 

申請地は、○○にあります。 

○○線に○○○○があります。向かい側に○○○○があります。その西側の

道路を○○の方へ進みますと、大きな用水路があります。水路を越して右側の

農道を５０ｍぐらい進みますと、左側に現地があります。 

耕運されておりました。 

賃料は１０ａ当たり籾○○ｋｇで、期間は１０年間ということです。 

○○○○さんは、白菜、キャベツ、水稲を生産されている認定農業者です。

以上です。 

 

［議長］ 

１０番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１０番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 田 １，０９２㎡ 

 渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員２番。 

 

［推進委員２番］ 
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はい。２番、説明いたします。 

○○○○さんから、○○○○さんへの賃貸借契約です。 

申請地は、○○です。 

○○線を○○バス停の方へ進みますと、○○が左側にあります。左に入り８

０ｍぐらい進みます。右側農道に進みますと、右側５枚目に現地はあります。 

きれいに草が刈ってありました。 

○○○○さんは、水稲、飼料作物、甘藷を生産される認定農業者です。 

賃料は１０ａ当たり○○○○円で、期間は５年間ということです。以上で

す。 

 

［議長］ 

１１番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４４ページになります。 

１１番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか１筆 計２，６６７㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

 

［２番］ 

はい、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの賃貸借契約でございま

す。 

申請地は未相続農地でありまして、相続人は○○○○さんです。 

賃貸契約の場所は○○、○○の○○をずっと下りていきますと、右カーブに

なりますが、右カーブのところでございます。 

申請地は、ロータリーをかけた状態でございました。 

賃料につきましては１０ａ当たり○○○○円、期間につきましては５年間で

ございます。以上です。 
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［議長］ 

１２番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

 

［事務局］ 

１２番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか１筆 計６，５４６㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

 

［２番］ 

はい、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○への賃貸借契約でございます。 

場所は、○○でございます。 

先ほど言いましたけども、○○の坂を下った、先ほど○○○○さんの案件の

すぐそばでございまして、申請地を確認したところ、ハウスは立っていたので

すけども、まだ草がうっそうとしている状態で、今から手を入れられるのだろ

うと思っております。 

賃貸料につきましては、１０ａ当たり○○○○円でございます。 

期間につきましては、５年間でございます。以上です。 

 

［議長］ 

１３番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１３番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか２筆 計３，４２１㎡ 

渡し人   ○○○○  

受け人   ○○○○ 
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担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

［２番］ 

説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○への賃貸借契約でございます。 

場所は○○でございますが、○○○○の事務所の手前に○○がありますが、

○○のすぐ横でありまして、申請地は麦が作付けされておりました。 

賃料につきましては、１０ａ当たり○○○○円でございます。 

期間は２年間ということでございます。 

 

［議長］ 

１４番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１４番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 

畑 ほか１筆 計１，６６５㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

 

［２番］ 

はい、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの賃貸借契約でございま

す。 

場所は、○○でございます。 

○○○○の真ん前とその手前に○○さんがありますが、その少し奥の方に当

たるところでございます。 

申請地は、きれいにロータリーがかけた状態でございました。 
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賃料につきましては使用貸借で、期間は５年間でございます。 

 

［議長］ 

１５番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１５番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番 畑 ５，７５１㎡ 

 渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

 

［２番］ 

はい。説明いたします。 

○○○○さんから、公社を通して○○○○さんへの賃貸借契約でございま

す。 

場所は、○○でございます。 

期間は２年間で、賃借料は○○○○円でございます。 

 

［議長］ 

１６番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４６ページになります。 

１６番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

田 ほか１筆 計３，１０９㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 
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７番。 

 

［７番］ 

はい。７番、説明します。 

○○○○さんから、○○○○への農地中間管理事業での利用権設定です。 

申請地は、○○の信号機を西へ○○に向けて進み、○○を過ぎ進路は道な

り、直進○○方面に行き、○○手前の道路北側の斜面にソーラーパネルがあ

り、南側田んぼ２筆が１枚となってありました。 

現地を確認したところ、ロータリーがかけてありました。 

○○○○は、甘藷、水稲などを生産される認定農業者です。 

借賃は１０ａ当たり○○○○円で、期間は令和８年３月１日からの５年間と

いうことです。以上です。 

 

［議長］ 

１７番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１７番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ７，８４２㎡ 

渡し人   ○○○○ 

受け人   ○○○○ 

 

担当の推進委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

推進委員３番。 

 

［推進委員３番］ 

はい。３番、説明いたします。 

○○○○さんから、公社を介して○○○○さんへの賃貸借契約です。 

○○○○さんは○○在住で、キャベツ、白菜などを生産されている認定新規

就農者です。 

場所は、○○○○の３００ｍほど南西にある農地です。 

現地を確認したところ、きれいに耕運してありました。 

期間は１０年で、１０ａ当たりの賃借料は○○○○円とのことです。以上で

す。 
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［議長］ 

１８番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

 

［事務局］ 

１８番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 畑 ７，０５１㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 

２番。 

 

［２番］ 

はい。説明いたします。 

公社を通して○○○○さんへの賃貸借契約でございます。 

所有者は○○○○さん、令和４年度より中間契約をしておりまして、今回、

耕作者が変更となるため、公社との新たな耕作者である○○○○さんに賃貸契

約となります。 

賃料は１０ａ当たり○○○○円で、期間は６年間でございます。 

 

［議長］ 

１９番の案件について、事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

１９番 農地の所在 大字○○字○○＊＊＊＊番＊ 

畑 ほか１筆 計４，４０８㎡ 

渡し人   公益社団法人 宮崎県農業振興公社 

受け人   ○○○○ 

 

担当の委員より御説明お願いいたします。 

 

［議長］ 
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２番。 

 

［２番］ 

はい、説明いたします。 

公社から、○○○○さんへの賃貸借契約でございます。 

申請地は、○○○○さんが令和７年５月より農地中間契約をしておりました

が、今回、耕作者が変更となるため、公社との新たな耕作者である○○○○と

の賃貸借契約になります。 

場所は、○○でございます。 

○○○○さんは○○をされておりまして、飼料を作るということでございま

す。 

期間は令和１７年までの残任期間ということで、前の耕作者の関係で、残任

期間の契約となっております。 

 

［議長］ 

事務局、担当推進委員等の説明が終わりましたが、御意見、御質問はござい

ませんか。 

それでは、質問もないようですので、採決いたします。 

３番から１９番まで、１７件の案件について、一括して採決することといた

します。 

３番から１９番まで、１７件の案件について、原案のとおり承認すること

に、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって３番から１９番まで、１７件の案件については、原案のとおり承認す

ることに決定いたしました。 

 

日程番号８、議案第５号「令和８年度高鍋町農作業料金（参考）の承認につ

いて」を議題とします。 

事務局より議案の説明をお願いします。 

 

［事務局］ 

はい、４８ページをお開きください。 

議案第５号「令和８年度高鍋町農作業料金（参考）の承認について」です。 

この件につきましては、農地法第５２条に基づき、情報提供を行うもので

す。 



32 

 

本案は、１月１４日に開催されました、西都児湯管内市町村農業委員会事務

局長会議において、協議された結果をもとに作成しております。 

令和７年度からの変更点といたしましては、表の上から３番目の荒代、植

代、田植（機械植・側条施肥）、コンバイン刈取までと、３つ下になりますが

空中防除（ドローン）について金額が上がっております。 

空中防除（ドローン）につきましては、今回から水稲防除とその他防除の２

項目が出来て、それぞれ料金が設定されています。 

その下になりますが、一般作業につきまして、下から４行目あたりになりま

すけれども、最低賃金の改定に伴い、昨年より金額が上がっております。 

この農作業料金は、あくまでも参考であり、圃場の状況等により、当事者間

の話し合いで決定すること、時間賃金は最低賃金法に基づく金額を、分かるよ

うに表示して公表することといたしております。以上で説明を終わります。 

 

［議長］ 

ただいま説明が終わりましたが、御意見、御質問はございませんか。 

はい、どうぞ。 

 

［１番］ 

最近の物価高で上がったのは分かるのですが、逆に上がらなかったのはなぜ

でしょうか。 

１番、２番、荒田耕起、機械あぜぬり、定置脱穀です。定置脱穀は、最近こ

ちらでは見受けられないと思うけど。 

いっそのこと全部上げればよかったのにと思いまして。 

 

［事務局］ 

会議の中で、過去に上がっているもの等も踏まえて、県内の各作業団体、市

町村で決めています。 

児湯管内、一番多いのが尾鈴農業公社に準じているのですけど、準じている

一つの理由は、川南と都農については、その金額をそのまま使うというところ

があるので、郡内で統一するなら、よほどの理由がない限りそこに合わせてい

こうというところが、過去からの流れではあります。 

ほかの今言われた部分で、燃料が大きく影響していないもの、賃金等が絡む

ところについては、作業賃が必然的に上がってくるものになるので、それでは

ない燃料とか少し大きい作業について金額を検討したときに、よその地域と比

べてあからさまに児湯地域が安いところについて、今回上げたということにな
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ります。 

ドローンについては、御存じかと思いますけど、米にかかる手間とそれ以外

の甘藷とかにかかる部分が違うので、そこに関しての手間とかバッテリーの消

耗とか踏まえて、若干そこを区別しました。 

以前が１，８００円税込みで、農薬別だったので、尾鈴公社については、１

６倍までと１６倍を超えるものとで金額の設定をしているようですけど、分か

りづらいというのもありまして、作物で水稲と水稲以外のものという区別をし

たところでございます。金額を決めた根拠はそういう感じです。 

県内での最高額、最低額もろもろ検討していきまして、先ほど言われまし

た、上がっていないというと、例えばですけど、あぜぬりが児湯管内で５５

円、安いところでＪＡはまゆうは４８円、高いところでえびのが１１０円、国

富が６０円となっており、真ん中あたりということで今回は変わらない。 

各部門を比較して、しております。 

逆に児湯管内が高いものもありました。そういうところは、そのまま据置に

なっている部分もありますし、変更した部分もあります。 

 

［１番］ 

作業受託する側として料金の提示をするときに、これに基づいてということ

に大体なると思うのですよ。そのときに、畑やら上がってないがねと、何でこ

んなのだけ上げているのとなって、そこで、いや近年、油も上がっているし、

何もかも高騰しているから、と大体言う理由になってくるのですけど、その理

由が成立していないというか、小さいことだけど、そこが作業受託者と依頼者

に説明で難しいところだと思います。実際にやっている側としては。 

 

［事務局］ 

多分そういう話にもなるだろうというのも、局長会の中でも出ました。 

ただ、一番の問題点は、実際受けている方から要望が一切上がっていませ

ん。会で協議する前に、本来受けた時点で上がっていないという話も実際あり

ました。 

３年ぐらい金額改定していません。 

最低賃金以外の分を変更していないのもありまして、今回上げたというとこ

ろもあります。 

言われるように児湯管内でというところに高鍋とか一番大きいのが、尾鈴公

社、川南の農家さんが高鍋に持っていったり、高鍋の農家が川南に持っていた

りというところの関係もありまして、そことの差があまりつけられないという
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実情もあります。 

そこあたりも協議をしながら、若干違うものもあります。 

あくまで郡内で決まった中のものを、そのまま絶対使えということでもない

です。各町で定めているところもあります。川南については、そのまま使う。 

項目も違うのもあると。地域によってはその項目を分けずに、もっと大まか

なものしか決めないというのも児湯管内にあります。 

高鍋町は今までの流れの中で、基本的に分割されているものは分割して表示

をしています。 

言われたように、上がっているもの、ないものあると言うけど、多分頼む側

からすると、安いにこしたことないから、来年からにしてという言葉が一番多

いのだと思います。 

このドローンの金額を決めたのも、当初私が来た 1年目のときにあった話

で、高鍋の農家さんからの何件か要望がありました。それで郡内の会議にかけ

て、金額を決めたということもあります。 

持田あたりの農家さんの、水稲の関係の方から出た話でした。何名かで来ら

れて、こういう協議はできないのだろうかと言うので、ではそれを持っていき

ますねという話で。橋口委員も多分そのときに、いろいろ意見くださったと思

いますけど。 

あと○○の○○屋さんが最初の頃にしていたという話もあると。 

機械も大きくなっているから、特にドローンは小さいのから大きいのまであ

るみたいで、その辺りも踏まえて、していかないといけないので。 

今後も地域の方から要望があると、大体この協議が年明けてからとなるので

すけど、事前に１１月、１２月とかに大体郡内で協議をしています。秋口ぐら

いまでに意見等もらえると、協議に持っていけるので、そういう意見があると

非常にありがたいなとは思っています。そんな感じでございます。 

 

［１番］ 

分かりました。説明ありがとうございます。 

 

［議長］ 

それでは、ほかに質問はないでしょうか。 

なければ採決いたします。 

本件、原案のとおり承認することに、賛成委員の挙手を求めます。 

挙手全員と認めます。 

よって本件は、原案のとおり承認することに決定いたしました。 
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以上で、本日の議案の審議、すべてを終わりました。 

これをもちまして、令和８年第１回高鍋町農業委員会総会を閉会いたしま

す。 

（閉会１５時２９分） 


